
○水道料金は月遅れの請求となります。 
   （例）毎月の定期の検針日が12日頃の場合 

 
○引っ越しなどで水道料金を精算する場合  
  （例）４月３０日に退去して精算する場合。 

※この場合、４月３０日の精算による検針は、６月分となり、口座での精算を希望される時は、最終の引落しが６月２２日
になりますので口座を解約される場合は現金による精算をお願い致します。 

５月分 
定期検針日

６月分 
定期検針日

７月分 
定期検針日

↓(4/12) ↓(５/12) ↓(6/12)

4/1・・・・・・・4/12・・・・・・・・・ 4/22・・4/30 5/1・・・・・・・5/12・・・・・・・・・5/22・・5/31 6/1・・・・・・・6/12・・・・・・・・・6/22・・6/30 7/1・・・・・

５月分 
水道料金

６月分水道料金 ７月分水道料金 8月分水道料金

 ↑(4/22) 
４月分口座引落

 ↑(5/22) 
５月分口座引落

 ↑(6/22) 
６月分口座引落

５月分 
定期検針日

精算時の検針 
６月分の料金
となります 

６月分の定期
検針 
はありません

７月分 
定期検針日

↓(4/12) 4/30↓ ↓(5/12) ↓(6/12)

4/1・・・・・・・4/12・・・・・・・・・ 4/22・・4/30 5/1・・・・・・・5/12・・・・・・・・・5/22・・5/31 6/1・・・・・・・6/12・・・・・・・・・6/22・・6/30 7/1・・・・・

５月分 
水道料金

６月分水道料金 ７月分水道料金 8月分水道料金

 ↑(4/22) 
４月分口座引落

 ↑(5/22) 
５月分口座引落

 ↑(6/22) 
６月分口座引落


